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論 文 内 容 の 要 旨

本論文 「略式手続の研究」は、わが国の刑事裁判実務に於て95%以 上を処理 している略式手続に

ついて、手続的保障及び裁判へのアクセスの保障の観点から検討したものである。即ち、本論文は、

モデルとされた(西)ド イツの略式手続について、次いで日本の略式手続について、それぞれ制定

過程か ら現在の運用状況に至るまで詳細に問題状況を分析 し、合理化アプローチと権利保障アプ

ローチ との対抗関係の存在を析出する。そして、後者のアプローチの深化 ・再構成のためには被疑

者 ・被告人の略式手続受容のメカニズムの検討が必要であるとの問題意識に立ち乱アメリカの答弁

取引の問題状況を分析 し、そこで展開されている違憲論を手掛 りとして、わが国の略式手続が裁判

へのアクセス権の保障の点でも我が国での違憲性の濃いものであるとし、その改革の方策を提案 し

ている。

論 文 審 査 結 果 の 要 旨

本論文は略式手続について本格的な理論的検討を加えた我が国での最初の論文 といってよく、そ

の理論的水準は法学博士号に値する。
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